
※本公募は、本業務に係る令和８年度の予算成立を条件とするものである。したがって、本業務

に係る予算について、議会の議決が得られなかった場合には、この公募を取り止める。 

 

徳島県企業局会計新システム開発業務の 

公募型プロポーザル募集要項 

 

   本県における現行の公営企業会計システムは、地方公営企業会計制度の改正に対応するた

め、平成２５年度に構築したものである。しかし、導入して既に１１年以上経過しており、現

行の会計事務や税制には十分に対応できていない状況である。そこで、現行業務の継続に加え、

業務の効率化及び利便性の向上を図るためシステムの開発業務を実施する。 

 

１ 委託業務の内容 

 （１）委託業務名 

    徳島県企業局会計新システム開発業務 

 （２）実施主体 

    徳島県企業局 

（３）委託業務の内容 

    詳細は別添の「徳島県企業局会計新システム開発業務」仕様書のとおり。 

    なお、ここに定めのない事項については必要に応じて発注者と受注者で協議して決定 

する。 

 （４）履行期間 

    契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 （５）見積限度額 

    金５０，０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 （６）スケジュール 

令和８年３月３日（火）  募集開始 

令和８年４月３日（金）  質問の受付締切 

令和８年４月１３日（月）  参加申込締切 

令和８年４月２０日（月）   企画提案書の提出締切 

令和８年４月２８日（火）頃 書類審査及びプレゼンテーション審査 

令和８年５月上旬           審査結果通知 

令和８年５月中旬       契約締結 

 

２ 参加資格要件 

   応募資格者は、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。 

ア  地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和 

５６年徳島県公示２６号）第４条第１項の規定による審査により資格を有すると認められ

た者であること。 

ウ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象者に該当し



ない者であること。 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構

成員を含む。）若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から５年を経過しない者 

（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制下にある団体に該当しない者であること。 

オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法 

（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律 

第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

カ 手形又は小切手の不渡りや電子記録債権の決済不能等により銀行取引が停止されてい

ない者であること。 

キ 本業務に係る選定委員会の委員が自ら主宰し、役員若しくは顧問として関係し、また  

は所属する法人その他の組織に該当しない者であること。 

ク 資料２ 「クラウドサービスに係るセキュリティ要件」の全てを満たし、契約後に確実に

対応を行う者であること。 ただし、困難な項目がある場合は代替案を提案すること。 

ケ 提案日時時点で都道府県及び政令指定都市規模以上の自治体に導入し、稼働している

実績を有すること。（元請としての実績に限る。） 

 

３ 参加方法 

  プロポーザルへの参加を予定している者は、次のとおり必要書類を提出すること。 

 （１）参加申込書 

    提出書類 

ア 参加申込書（様式第１－１号） １部 

共同企業体による参加申込の場合は、様式第１－２号を使用すること。 

イ 共同企業体協定書兼委任状（様式第２号）１部  

共同企業体による参加申込を行う場合にのみ提出すること。 

ウ 参加資格確認票（様式第３号） １部 

エ 認定・認証取得状況（様式第４号） １部 

オ 参加団体の概要・業務実績（様式第５号） １部 

カ 業務の実施体制（様式第６号） １部 

キ 配置予定技術者の資格（様式第７号） １部 

ク 登記簿謄本（履歴事項全部証明書） １部 

ケ 直近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、 

又はこれに類するもの １部 

※ 共同企業体による参加を行う場合にあっては、ウ～ケに規定する資料については、 

構成する全ての事業者のものを提出すること。 

    提出期限 

    令和８年４月１３日（月） 午後５時まで（必着） 

 （２）企画提案書 

       提出書類 

ア 企画提案書表紙及び企画提案書（様式第８－１号、様式第８－２号） ７部 



イ 機能要件一覧表及び非機能要件一覧表（様式第９－１号、様式第９－２号）７部 

  ※資料３ 「【様式第９－１号】機能要件一覧表及び【様式第９－２号】非機能要件一覧表

について」を参考に作成すること。 

ウ 見積書（様式第 10号） ７部 

エ システム構成図（様式第 11 号） ７部 

オ 業務実施方針（様式第 12 号） ７部 

カ 企業等の概要が分かる資料（パンフレット等） ７部 

キ 参考資料（企画提案内容を補足する資料） 

※ 任意（提出する場合は７部） 

※ 共同企業体による参加を行う場合にあっては、カに規定する資料については、 

構成する全ての事業者のものを提出すること。 

     提出期限 

     令和８年４月２０日（月） 午後５時まで（必着） 

 （３）企画提案書の作成上の留意事項 

   ア 各々の様式に従い作成すること。 

   イ 用紙サイズは、Ａ４版とする。 

ウ 正本として１部並びに副本として６部を紙媒体文書で、また電磁記録媒体文書 （電子デ

ータ）1部を作成すること。 

エ 正本はファイルに綴じ、表紙に氏名（法人の場合は名称または商号と代表者氏名）を記 

載した上、押印すること。また、担当部門及び責任者名とその連絡先を明示すること。 

オ 副本はファイルに綴じる必要はないが、１部ずつクリップ等で留めること。 

カ 文章を補完するために、図表等を使用してもよい。 

キ 評価者が提案内容を適正に評価できるよう、以下の項目に配慮すること。 

Ⅰ 技術的専門用語を用いる場合には解説を加える等、理解しやすい内容とすること。 

Ⅱ  仕様書に例示する県の想定と異なる提案を行う場合には、これらを比較し、その 

長所及び短所を分かりやすく記述すること。 

ク 見積書（様式第１０号）には当該委託期間終了後の会計システムにかかる運用保守に要

する経費（障害対応、システムメンテナンス、接続に係る費用、クラウド利用料、問い合

わせ対応等に要する経費をいう。システム機能追加等に要する経費は含まない。）も記載し

提出すること。なお、当該委託業務を受託した者が必ず運用保守を行うということではな

い。 

 

 （４）提出方法 

     紙媒体文書については持参（土日祝日を除く。午前９時から午後５時まで）又は郵送（書

留郵便に限る。 「親展」と明記すること。）。電磁記録媒体文書 （電子データ）については

（５）記載の電子メールアドレス宛に提出期限までに送付すること。 

 （５）提出先及び問い合わせ先 

徳島県企業局経営企画課 政策調整･予算経理担当（徳島県庁８階） 

    〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

    電   話 088-621-3255 



電子メール keieikikakuka@pref.tokushima.lg.jp 

         

 （６）その他 

    参加申込書提出後にプロポーザル参加を辞退する場合は、持参又は郵送（書留郵便に限

る。）により、応募辞退届 （様式第 13 号）を令和８年４月２０日（月）午後５時までに提出

すること。 

 

４ 応募に関する留意事項 

 （１）失格又は無効 

        以下のいずれかの事項に該当することが判明した場合、失格又は無効となる。        

ア 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

   イ 参加資格の要件を満たしていない場合 

   ウ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

   エ 見積金額が見積限度額以上であった場合 

   オ 募集要項に違反すると認められる場合 

   カ 参加者による業務履行が困難であると判断された場合 

   キ その他、参加に当たり著しく信義に反する行為等、選定委員会の委員長が失格である 

と認めたもの。  

 （２）その他 

   ア 応募は１参加者につき１件とする。 

イ 提出書類の提出後の再提出及び差し替えは認められない。ただし、内容不明点の確認の 

ほか、必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合がある。 

   ウ 提出された企画提案書等の書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

   エ 書類等の作成に用いる用語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び 

計量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位に限る。 

   オ 原則として、本業務の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場合、事前に県の承諾を得た上で、

業務の一部を委託することができる。 

 

５ 提出書類等に係る質問 

 （１）質問の受付期限 

    令和８年４月３日（金）午後５時まで（必着） 

 （２）質問の提出 

    質問は、様式第 14 号により行うものとし、３の（５）に示す提出先まで電子メー 

   ルで提出すること。なお、送付後に必ず電話で着信を確認すること。 

 （３）質問の内容 

    原則として、業務の申請に必要と判断されるもののみとする。 

 （４）質問に対する回答 

    質問者に対して電子メールにより令和８年４月８日（水）までに回答するほか、徳島県 

ホームページ上に掲載する。 



 

 

６ 審査及び結果通知 

 （１）参加資格の確認 

    プロポーザル参加資格の有無を確認し、その結果については、申込者へ電子メールにより

連絡する。 

（２）審査 

    県が設置する「徳島県企業局新会計システム開発業務委託事業者選定委員会」 （以下、「選

定委員会」という。）において、プロポーザル参加資格を満たした全応募者を対象に書類審

査及びプレゼンテーション審査を行う。 

（３）書類審査及びプレゼンテーション審査 

   ア 実施日 

令和８年４月２８日（火）頃に実施予定。 

詳細な日時については、企画提案者へ電子メールにより連絡する。 

   イ 会場 

電子メールにより別途連絡する。 

   ウ プレゼンテーションの時間 

１者 45 分（提案書説明 30 分、質疑応答 10 分、入退室５分を予定） 

   エ その他 

    ① プレゼンテーションを行う者は、１者あたり５名までとする。 

② 会場には県側でプロジェクタ及びスクリーン、ケーブルを用意する。 

③ プレゼンテーションにあたっては、補足資料を用いて行うことも可能であり、 

その場合は７部用意することとする。 

    ④ プレゼンテーション審査に遅刻した場合は、応募辞退とみなす。 

⑤ 提案者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできない。 

 （４）審査基準 

審査委員が資料４「徳島県企業局会計新システム開発業務に係る企画提案審査基準」に

基づき審査を行う。 

    

 （５）結果の通知 

    県は、審査を受けた全ての応募者に対し、審査結果を文書により通知するとともに、審査

結果を県のホームページで公表する。 

 （６）審査の結果、適切な事業者がいない場合は、委託事業者無しとした上で再募集を行う。 

  （７）応募者が１者であった場合、審査の結果、委託事業者として適当と認めるときは当該応募

者を最優秀提案者とする。 

（８）審査結果に対する異議申し立ては受理しない。 

 

７ 費用負担 

  企画提案書等作成のほか、審査（プレゼンテーション）に係る一切の費用は、応募者の負担と

する。 



 

 

８ 契約の締結について 

（１）提案が選定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として選定した者であるが、契

約手続きを完了するまで契約関係を生じるものではない。また、業務の実施に際しては、提

案内容をそのまま実施するものではなく、選定後に契約予定者と県が協議・調整を行った上

で、双方が合意に至った場合に契約を締結する。 

（２）契約予定者との協議が整わなかった場合は、その選定を取り消すとともに、選定委員会に

おいて次点となったものを契約予定者とし、契約内容についての協議等を行った上で、契約

を締結する。 

（３）県との協議が整った場合は、契約予定者から改めて見積書を徴収して内容を審査するとと

もに、契約条項についても同者と協議して定めた上で、契約書を作成し委託契約を締結する。 

（４）委託契約にかかる委託料は、必要な場合、前金払いを可能とする。 

（５）本業務の実施にあたり、県は委託契約期間の間、随時、業務の進捗状況について受託者に

報告を求めることができるものとし、その状況に応じて業務内容の見直しについて、受託者

と協議できるものとする。 

（６）受託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のため

に利用しないこと。また、成果品及び業務履行過程で得られた記録を第三者に閲覧させ、複

写又は譲渡しないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。ただ

し、委託者の許可を得た場合はこの限りではない。 

（７）受託者が委託業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う場合は、徳島県個人情報保護条

例（平成 14年徳島県条例第 43 号）及び知事が取り扱う個人情報に関する徳島県個人情報保

護条例施行規則（平成 14 年徳島県規則第 78 号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に万全を期すこと。 

（８）受託者が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解除することが

ある。この場合においても、受託者の損害を補償することはしない。  


